
第
十
一
条

「
憲
法
改
正
草
案
」

第

二

節

生

活

の

第
三
節

第
二
節

第
一
節

第
二
章

第
三
節

公

共

の

秩

序

第
二
節

第
一
節

第
一
章

福
祉
国
家
と
警
察
国
家
ー
_
_
 

公

共

の

福

祉

社

会

的

安

寧

生

活

の

保

障

（
以
上
第
七
巻
第
三
号
）

美
濃
部
博
士
の
見
解

警
職
法
改
正
の
湯
合

日
本
国
憲
法
第
八
十
二
条

社

会

保

障

保
障
（
つ
づ
き
）

公
共
の
福
祉
と
公
共
の
秩
序

堀

（
そ
の
二
）

こ
の
憲
法
が
国
民
に
保
障
す
る
自
由
及
び
権
利
は
、
国
民
の
不
断
の
努
力
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

堅

士

叉
、
国
民
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公
共
の
福
祉
と
公
共
の
秩
序
（
そ
の
二
）

「
…
•
•
•
生
活
分
野
に
つ
い
て
、

、
、
、
、
、

は
、
こ
れ
を
濫
用
し
て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
常
に
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
こ
れ
を
利
用
す
る
責
任
を
負
う
。

、
、
、
、
、

第
十
二
条
す
べ
て
国
民
は
、
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
。
生
命
、
自
由
及
び
幸
福
追
求
に
対
す
る
国
民
の
権
利
に
つ
い
て
は
、
公
共
の
福
祉
に
反
し
な

い
限
り
、
立
法
そ
の
他
の
国
政
の
上
で
、
最
大
の
尊
軍
を
必
要
と
す
る
。

、
、
、
、
、

第
二
十
条
何
人
も
、
公
共
の
福
祉
に
反
し
な
い
限
り
、
居
住
、
移
転
及
び
職
業
選
択
の
自
由
を
有
す
る
。

何
人
も
、
外
国
に
移
住
し
、
又
は
国
籍
を
離
脱
す
る
自
由
を
侵
さ
れ
な
い
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、

第
二
十
三
条
法
律
は
、
す
べ
て
の
生
活
分
野
に
つ
い
て
、
社
会
の
福
祉
及
び
安
寧
蚊
び
に
公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
の
た
め
に
立
案
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
二
十
七
条

、
、
、
、
、

財
産
権
は
、
こ
れ
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
。
財
産
権
の
内
容
は
、
公
共
の
福
祉
に
適
合
す
る
よ
う
に
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
。

盆
傍
線
の
部
分
は
、
「
憲
法
改
正
草
案
要
綱
」
と
の
相
違
点
〕

六
月
八
日
、
枢
密
院
本
会
議
で
の
潮
恵
之
輔
顧
問
官
の
審
査
報
告
に
対
し
て
、
林
頼
三
郎
顧
問
官
が
、

法
律
を
も
つ
て
も
制
限
し
得
な
い
こ
と
と
な
っ
て
い
て
そ
の
尊
重
は
十
分
で
あ
り
、
概
ね
適
当
と
考
え
ら
れ
る
が
、
た
だ
、
あ
る
も
の
、

た
と
え
ば
、
風
俗
を
害
す
る
出
版
物
の
よ
う
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
法
律
に
よ
る
制
限
を
認
め
な
い
と
困
る
よ
う
に
思
う
」
旨
の
発
言
を

し
た
こ
と
が
見
ら
れ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
こ
の
件
に
関
し
て
は
他
に
取
り
立
て
て
見
る
べ
き
何
の
記
録
も
な
い
。
そ
し
て
第
二
読
会
以
下

を
省
略
し
て
、
直
ち
に
採
決
に
入
り
、
起
立
者
多
数
で
可
決
。
か
く
し
て
そ
の
翌
日
の
、
政
府
の
公
表
、
即
ち
六
月
九
日
付
、
各
新
聞
に
報

さ、、

…
…
」
カ

道
せ
ら
れ
た
「
憲
法
草
案
訂
正
箇
所
」
で
は
、
そ
の
第
二
十
三
条
は
、

「
:
·
…
•
•
•
生
活
瑯
面
に
つ
い
て
、
社
会
の
福
祉
、

9
1
1の
保
障
及
び
」
と
訂
正
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

社
会
の
福
祉
及
び
安
寧
並
び
に

「
基
本
的
人
権
に
つ
い
て
は
、
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北
吟
吉
議
員
（
日
本
自
由
党
）
は
、

日
六
月
二
十
日
、

公
共
の
福
祉
と
公
共
の
秩
序
（
そ
の
二
）

「
帝
国
憲
法
改
正
案
」

第
三
節

第
十
一
条
こ
の
憲
法
が
国
民
に
保
障
す
る
自
由
及
び
権
利
ほ
、
国
民
の
不
断
の
努
力
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
又
、
国
民

、
、
、
、
、

ほ
、
こ
れ
を
濫
用
し
て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
常
に
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
こ
れ
を
利
用
す
る
責
任
を
負
ふ
。

、
、
、
、
、

第
十
二
条
す
べ
て
国
民
は
、
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
。
生
命
、
自
由
及
び
幸
福
追
求
に
対
す
る
国
民
の
権
利
に
つ
い
て
は
、
公
共
の
福
祉
に
反
し
な

い
限
り
、
立
法
そ
の
他
の
国
政
の
上
で
、
最
大
の
尊
重
を
必
要
と
す
る
。

、
、
、
、
、

第
二
十
条
何
人
も
、
公
共
の
福
祉
に
反
し
な
い
限
り
、
居
住
、
移
転
及
び
職
業
選
択
の
自
由
を
有
す
る
。

何
人
も
、
外
国
に
移
住
し
、
又
は
国
籍
を
離
脱
す
る
自
由
を
侵
さ
れ
な
い
。

第
二
十
三
条
法
律
は
、
す
べ
て
の
生
活
部
面
に
つ
い
て
、
社
会
の
福
祉
、
生
活
の
保
障
及
び
、
公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
の
た
め
に
立
案
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

、
、
、
、
、

第
二
十
七
条
財
産
権
は
、
こ
れ
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
。
財
産
権
の
内
容
は
、
公
共
の
福
祉
に
適
合
す
る
や
う
に
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
。

〔
傍
線
の
部
分
は
「
憲
法
改
正
草
案
」
と
の
相
違
点
〕

「
帝
国
憲
法
改
正
案
」
が
、
第
九
十
回
帝
国
議
会
衆
議
院
に
提
出
せ
ら
れ
、
二
十
一
日
の
貴
衆
両
院
に
於
け
る
吉
田
総

理
大
臣
の
施
政
方
針
演
説
と
そ
れ
に
対
す
る
各
党
代
表
の
質
疑
、
次
い
で
二
十
五
日
の
衆
議
院
に
於
け
る
総
理
大
臣
の
提
案
理
由
の
説
明

及
び
そ
れ
か
ら
二
十
八
日
ま
で
の
四
日
間
、
各
党
代
表
と
の
間
に
行
わ
れ
た
質
疑
応
答
に
よ
っ
て
、
こ
の
改
正
案
の
実
質
的
審
議
は
、
姶

ま
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
の
中
か
ら
、
本
件
に
関
係
の
あ
る
も
の
を
拾
い
上
げ
て
み
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

「
こ
の
憲
法
は
国
民
の
権
利
の
面
の
み
を
強
調
し
て
い
て
例
え
ば
国
民
の
納
税
義
務
の
よ
う
な
、

社

会

保

障

ニ
四
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に
次
い
で
森
戸
辰
男
議
員
（
日
本
社
会
党
）
は
、

義
務
規
定
が
少
い
」
と
述
べ
、
（
六
月
二
十
六
日
、
第
九
十
回
帝
国
議
会
衆
議
院
議
事
速
記
録
第
五
号
）

二
五

鈴
木
義
男
議
員
（
日
本
社
会
党
）
は
、
日
本
社
会
党
と
し
て
最
も
追
加
増
補
を
要
求
し
た
い
の
は
、
第
三
章
に
つ
い
て
で
あ
り
、
草
案

は
我
々
の
生
命
、
身
体
、
言
論
、
信
教
、
通
信
等
、
所
謂
此
の
政
治
的
自
由
の
保
護
保
障
に
は
略
々
遺
憾
な
い
が
、
家
庭
生
活
・
共
同
生
活

の
保
護
、
更
に
近
代
国
家
に
於
け
る
一
般
要
求
た
る
無
産
階
級
の
経
済
上
の
権
利
義
務
に
付
い
て
は
、
規
定
す
る
所
余
り
に
も
少
い
と
云

う
こ
と
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
見
地
か
ら
、
た
と
え
ば
、
日
本
国
民
は
総
て
健
康
に
し
て
文
化
的
水
準
に
達
す
る
生
活
を
営
む

権
利
が
あ
る
と
か
、
労
働
の
義
務
を
規
定
し
て
、
正
当
な
報
酬
を
受
け
る
権
利
の
保
障
あ
る
い
は
、
就
業
に
お
け
る
機
会
均
等
と
失
業
防

止
に
つ
い
て
の
国
の
努
力
を
規
定
す
る
。
さ
ら
に
休
息
の
権
利
、
老
年
、
疾
病
、
労
働
不
能
、
寡
婦
等
に
対
す
る
生
活
安
全
の
保
障
を
規

定
す
る
。
又
農
耕
地
に
付
い
て
は
、
所
有
権
よ
り
も
耕
作
権
の
方
が
重
要
な
意
義
を
有
す
る
が
故
に
土
地
を
耕
作
す
る
農
民
の
権
利
は
之

を
保
護
す
る
、
土
地
の
過
当
な
独
占
ほ
之
を
禁
ず
る
。
ま
た
、
草
案
第
二
十
二
条
は
、
婚
姻
そ
の
他
に
於
け
る
男
女
の
平
等
を
規
定
し
て

居
る
が
、
古
き
家
族
制
度
の
解
体
5

新
し
い
家
庭
の
成
立
に
当
つ
て
、
将
来
親
子
、
兄
弟
、
姉
妹
の
関
係
等
を
合
理
化
す
る
必
要
を
認
め

る
か
ら
、
家
庭
生
活
の
保
護
と
云
う
こ
と
を
も
追
加
し
て
置
き
た
い
の
で
あ
る
。
な
ほ
、
国
費
に
よ
る
英
オ
教
育
、
納
税
や
公
の
負
担
の

義
務
、
国
家
賠
償
、
刑
事
補
償
な
ど
に
関
す
る
規
定
も
挿
入
を
希
望
す
る
」
を
述
べ
、
（
六
月
二
十
七
日
、
衆
議
院
議
事
速
記
録
第
六
号
）

ま
た
吉
田
安
議
員
（
日
本
進
歩
党
）
の
「
第
三
章
は
、
国
民
の
権
利
の
み
を
強
調
し
て
義
務
に
関
す
る
規
定
に
乏
し
い
」
と
言
う
意
見

部
分
が
少
い
」
こ
と
を
指
摘
し
た
。
（
六
月
二
十
八
日
、
衆
議
院
議
事
速
記
録
第
七
号
）

安
部
俊
吾
議
員
（
日
本
進
歩
党
）
が
「
私
は
何
故
に
現
時
最
も
進
歩
せ
る
社
会
政
策
と
い
う
べ
き
身
分
保
障
法
、
生
活
保
障
法
の
条
文

を
こ
の
憲
法
草
案
に
明
確
に
規
定
し
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
疑
う
の
で
あ
る
。
第
二
十
三
条
に
は
『
法
律
は
す
べ
て
の
生
活
部
面
に
つ
い
'
、
.

公
共
の
福
祉
と
公
共
の
秩
序
（
そ
の
二
）

「
国
民
の
基
本
的
人
権
の
規
定
に
於
て
、
社
会
的
、
文
化
的
人
権
宣
言
と
も
い
う
べ
き



「
只
今
の
日
本
の
情
勢
と
し
て
は
、
従
来
の
生
活
保
障
に
関
す
る
各
種
施
設
の
他

に
、
失
業
救
済
と
生
活
保
護
と
い
う
二
つ
の
大
き
な
線
で
問
題
を
処
理
し
て
ゆ
き
た
い
、
換
言
す
る
な
ら
ば
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
の
や

つ
て
い
る
よ
う
な
綜
合
的
な
生
活
保
障
と
い
う
―
つ
の
も
の
で
行
く
に
は
、
ま
だ
準
備
も
時
期
も
そ
こ
ま
で
参
つ
て
お
ら
ぬ
の
で
、
．
応
急

的
に
失
業
救
済
と
生
活
保
護
の
二
つ
の
線
で
行
き
た
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
生
活
保
護
と
い
う
法
律
は
、
ど
う
い

9

う
風
な
構
想
で

あ
る
か
と
い
う
と
、
大
体
に
お
い
で
は
、
働
く
能
力
の
な
い
者
1

働
け
な
い
も
の
、
補
助
者
の
な
い
者
、
怠
け
な
い
者
、
品
行
の
悪
く

な
い
者
、
そ
う
い
う
よ
う
な
条
件
の
目
標
で
、
そ
う
い
う
よ
う
な
人
で
、
ど
う
し
て
も
生
活
の
出
来
な
い
人
を
助
け
て
ゆ
く
と
い
う
建
前

で
あ
る
。
」
と
答
え
た
。
ま
た
野
坂
参
三
議
員
（
日
本
共
産
党
）
は
、
「
国
民
の
権
利
、
義
務
に
関
す
る
限
り
、
こ
の
改
正
案
は
、
従
来
の

憲
法
よ
り
は
ず
つ
と
進
歩
的
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
基
本
的
人
権
に
は
、

云
う
制
限
が
つ
い
て
い
る
の
で
、
そ
こ
に
不
安
が
あ
る
。
ま
た
基
本
的
人
権
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
物
質
的
に
保
障
す
る
よ
う
な
規
定
が

望
ま
し
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
（
六
月
二
十
九
日
、
衆
議
院
議
事
速
記
録
第
八
号
）

六
月
二
十
八
日
、
改
正
案
は
、
七
十
二
名
よ
り
成
る
「
特
別
委
員
会
」
に
付
託
せ
ら
れ
、
七
月
一
日
よ
り
十
日
ま
で
総
括
質
問
、
十
一

日
か
ら
、
二
十
三
日
ま
で
、
逐
条
質
問
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
中
か
ら
主
な
る
も
の
を
、
拾
い
出
す
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

先
ず
政
府
の
細
目
説
明
と
し
て
金
森
国
務
大
臣
は
、

て
、
す
べ
て
の
基
本
的
人
権
に
及
ぶ
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
保
障
の
形
に
お
い
て
、
憲
法
自
か
ら
直
接
に
こ
れ
を
保
障
す
る
原
則

た
い
」
と
質
問
し
た
の
に
対
し
て
河
合
国
務
大
臣
は
、

公
共
の
福
祉
と
公
共
の
秩
序
（
そ
の
二
）

て
、
社
会
の
福
祉
、
生
活
の
保
障
及
び
、
公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
の
た
め
に
立
案
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
』
と
規
定
し
て
あ
る

が
、
こ
れ
は
甚
だ
漢
然
と
し
て
い
て
、
そ
の
実
質
を
捕
促
す
る
に
苦
し
む
も
の
で
あ
る
。
か
く
の
ご
と
き
法
律
は
、
具
体
化
し
て
憲
法
上

与
え
ら
れ
た
当
然
の
権
利
と
し
て
主
張
し
う
る
的
確
な
条
文
を
挿
入
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
特
に
厚
生
大
臣
の
御
意
見
を
承
り

「
公
共
ノ
福
祉
二
反
シ
ナ
イ
限
リ
」
と

「
基
本
的
人
権
に
関
す
る
部
分
で
は
、
改
正
案
に
お
い
て
は
、
そ
の
範
囲
に
お
い

二
六
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二
七

を
と
っ
た
。
さ
ら
に
そ
の
保
障
に
つ
い
て
は
、
国
民
の
不
断
の
努
力
に
よ
っ
て
こ
れ
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
と
と
も

に
、
国
民
は
こ
れ
を
濫
用
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
し
、
常
に
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
こ
れ
を
利
用
す
る
責
任
を
負
う
べ
き
こ
と
を
規
定
し

た
。
換
言
す
れ
ば
自
由
は
我
儘
と
云
う
こ
と
で
は
な
く
、
又
自
由
及
び
権
利
に
伴
つ
て
当
然
之
を
活
用
し
、
又
適
当
な
範
囲
を
守
る
べ
き

義
務
を
有
す
る
旨
を
包
括
的
に
明
か
に
し
た
。
各
個
の
国
民
の
個
人
的
自
由
を
尊
重
す
る
と
共
に
、
公
共
の
．
福
祉
を
維
持
増
進
す
る
と
云

う
事
を
考
え
、
個
人
の
自
由
と
公
共
の
福
祉
と
は
表
裏
一
体
、
融
合
調
和
し
て
進
む
べ
き
趣
旨
を
明
か
に
し
て
、
こ
こ
に
民
主
主
義
的
国

政
運
営
の
眼
目
を
示
し
て
居
る
訳
で
あ
る
。
」
と
説
明
し
た
。
（
七
月
一
日
、
第
九
十
回
帝
国
議
会
衆
議
院
帝
国
憲
法
改
正
案
委
員
会
議
録

第
二
回
）

こ
れ
に
対
し
、
黒
田
寿
男
委
員
（
日
本
社
会
党
）
の
「
こ
の
草
案
で
も
っ
と
も
不
備
な
部
分
は
第
三
章
に
あ
る
。
第
三
章
に
は
非
常
に

す
ぐ
れ
た
部
分
も
含
ん
で
は
い
る
が
此
の
草
案
は
時
代
的
に
見
て
、
前
世
紀
的
な
性
格
が
あ
る
、
個
人
主
義
的
な
、
自
由
主
義
的
な
、
資

本
主
義
的
な
体
制
の
上
に
立
つ
て
、
現
在
に
於
い
て
は
既
に
我
々
は
其
の
時
代
を
経
過
し
て
新
し
い
時
代
の
国
民
と
し
て
の
種
々
新
し
い

要
求
を
持
つ
て
居
る
、
そ
う
云
う
要
求
に
答
え
る
も
の
が
本
草
案
に
は
盛
ら
れ
て
居
な
い
。
封
建
制
度
か
ら
資
本
主
義
に
変
つ
て
行
く
其

の
当
時
に
出
来
た
多
く
の
憲
法
、
そ
う
し
た
憲
法
の
性
質
が
多
分
に
盛
ら
れ
て
居
り
、
現
在
の
時
期
に
於
て
要
請
せ
ら
れ
る
も
の
、
即
ち

経
済
的
、
社
会
的
な
権
利
乃
至
自
由
の
確
保
乃
至
保
障
と
云
う
見
地
か
ら
見
る
と
き
は
、
本
草
案
に
は
非
常
に
不
満
が
あ
る
、
本
法
案
は

寧
ろ
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
以
前
の
も
の
で
あ
る
よ
う
な
感
じ
が
す
る
。
た
と
え
ば
、
財
産
権
に
つ
い
て
の
第
二
十
七
条
は
此
の
儘
の
規
定
で

あ
る
と
、
今
後
に
於
て
社
会
公
共
の
立
場
か
ら
財
産
権
に
制
限
を
加
え
る
と
云
う
よ
う
な
必
要
の
起
っ
た
場
合
に
此
の
条
文
が
あ
る
為
に

進
歩
的
な
立
法
が
妨
げ
ら
れ
る
と
云
う
所
が
あ
る
、
財
産
権
の
規
定
を
も
っ
と
社
会
化
的
に
書
直
す
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
ま
た
老
年
疾

病
な
ど
に
よ
る
労
働
不
能
者
の
生
活
の
保
障
に
関
す
る
規
定
や
休
息
に
関
す
る
権
利
、
最
高
八
時
間
労
働
制
、
有
給
休
暇
制
、
療
養
施
設

公
共
の
福
祉
と
公
共
の
秩
序
（
そ
の
二
）
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等
が
あ
っ
た
が
、
更
に
重
要
な
も
の
は
、

は
、
非
常
に
遺
憾
に
考
え
る
次
第
で
あ
る
。
」
と
い
う
発
言
、

公
共
の
福
祉
と
公
共
の
秩
序
（
そ
の
二
）

な
ど
の
保
障
に
関
す
る
規
定
を
広
範
囲
に
追
加
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
農
民
の
土
地
耕
作
権
の
保
障
、
家
庭
生
活
の
保
障
、
無

資
力
の
英
オ
に
対
す
る
教
育
の
保
障
、
健
康
に
し
て
文
化
的
な
水
準
の
生
活
の
保
障
、
勤
労
の
義
務
、
就
労
に
対
す
る
機
会
均
等
、
失
業

防
止
、
企
業
経
営
に
対
す
る
労
働
者
の
発
言
権
な
ど
に
つ
い
て
明
文
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
」
と
、

い
う
発
言
、

（
七
月
二
日
、
帝
国
憲

保
守
系
で
は
、
上
林
山
栄
吉
委
員
（
日
本
進
歩
党
）
の
「
国
家
公
共
の
た
め
勤
労
奉
仕
を
す
る
義
務
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
加

え
、
緊
急
の
場
合
、
或
は
火
災
、
そ
う
い
う
よ
う
な
非
常
事
態
に
は
卒
先
し
て
国
家
公
共
の
為
に
勤
労
の
奉
仕
を
す
る
義
務
が
あ
る
と
云

う
よ
う
な
こ
と
を
示
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
内
乱
な
い
し
は
暴
動
の
湯
合
を
予
想
し
て
、
日
本
国
民
は
公
安
を
保
障
す
る
義
務

を
負
う
と
い
う
よ
う
な
規
定
を
設
け
る
必
要
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
発
言
、

（
七
月
八
日
、
帝
国
憲
法
改
正
案
委
員
会
議
録
第

三
浦
寅
之
助
委
員
（
日
本
自
由
党
）
の
「
従
来
の
日
本
に
於
け
る
忠
孝
の
観
念
と
か
、
或
は
家
族
扶
養
の
観
念
と
云
う
よ
う
な
こ
と
が

日
本
の
従
来
の
道
徳
の
根
本
を
成
し
て
居
る
と
も
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
憲
法
の
第
三
章
を
見
て
も
、
国
民
の
権
利
義
務
と
は
書
い
て
居

る
が
国
民
の
義
務
の
規
定
は
僅
か
に
親
が
児
童
に
初
等
教
育
を
受
け
さ
せ
る
義
務
が
規
定
し
て
あ
る
ば
か
り
で
、
其
の
他
の
規
定
は
何
れ

も
国
民
の
権
利
、
自
由
、
平
等
の
宜
言
で
あ
る
。
こ
う
云
う
点
か
ら
見
て
、
私
は
此
の
従
来
の
日
本
の
国
民
道
徳
と
云
う
も
の
に
対
し
て

は
、
国
務
相
は
ど
う
云
う
風
に
御
考
え
に
な
っ
て
い
る
か
、
も
し
道
義
が
欠
け
て
居
つ
た
場
合
に
於
い
て
は
、
真
の
平
和
国
家
も
、
文
化

国
家
も
成
立
ち
得
な
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
り
、
此
の
憲
法
に
於
い
て
此
の
道
義
の
点
が
明
確
に
な
っ
て
居
ら
な
い
と
云
う
よ
う
な
こ
と

「
公
共
の
福
祉
」
に
関
係
の
あ
る
次
の
問
答
で
あ
ろ
う
。

八
回
）

法
改
正
案
委
員
会
議
録
第
三
回
）

（
七
月
十
五
日
、
帝
国
憲
法
改
正
案
委
員
会
議
録
第
十
三
回
）

ニ
八
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七
月
九
日
の
第
九
回
委
員
会
に
於
い
て
、
藤
田
栄
委
員
（
日
本
自
由
党
）
か
ら
、

の
自
由
を
保
障
し
て
居
る
が
、
国
内
に
於
け
る
或
る
政
治
団
体
が
、
集
会
、
結
社
及
び
言
論
の
自
由
の
名
に
於
い
て
、
此
の
憲
法
の
他
の

条
章
と
抵
触
す
る
よ
う
な
行
動
綱
領
を
掲
げ
て
運
動
す
る
湯
合
に
は
、
其
の
行
為
は
憲
法
に
反
す
る
、
即
ち
違
法
の
行
為
と
認
め
ら
れ
る
．

か
否
か
、
そ
れ
は
第
十
一
条
、
第
十
二
条
の
公
共
の
福
祉
に
反
す
る
も
の
と
認
定
さ
れ
る
か
否
か
」
と
い
う
質
問
が
あ
り
、
こ
れ
に
対
し

て
、
金
森
国
務
大
臣
は
、

二
九

「
原
則
的
な
問
題
と
し
て
答
え
る
ほ
か
は
な
い
が
、
御
説
の
通
り
、
第
十
九
条
第
一
項
の
保
障
規
定
は
、
憲
法

第
十
一
条
及
び
第
十
二
条
の
認
め
る
枠
の
中
に
於
て
許
さ
れ
て
居
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
形
は
絶
体
的
の
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、
そ

れ
は
公
益
と
云
う
枠
に
依
つ
て
相
対
的
に
規
制
さ
れ
て
居
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
相
対
的
と
い
う
こ
と
は
、
現
実
の
適
用

に
お
い
て
多
く
の
疑
を
生
じ
や
す
い
。
現
在
の
憲
法
は
法
律
で
や
れ
ば
其
の
所
は
如
何
様
に
も
規
定
が
出
来
る
と
云
う
形
を
取
‘
つ
て
居
る

が
そ
れ
は
宜
く
な
い
と
云
う
こ
と
が
、
此
の
憲
法
の
基
本
の
考
え
で
あ
る
。
そ
う
し
て
見
れ
ば
、
例
え
ば
第
十
一
条
と
第
十
九
条
と
の
調

和
点
が
何
処
に
あ
る
か
と
云
え
ば
そ
れ
は
結
局
裁
判
所
の
判
決
で
あ
る
」
と
答
え
た
。
藤
田
委
員
が
更
に
、

「
例
え
ば
此
の
憲
法
実
施
後

に
於
い
て
此
の
憲
法
に
規
定
す
る
天
皇
制
を
排
除
す
る
よ
う
な
行
動
を
と
る
団
体
に
対
し
て
は
、
そ
れ
は
憲
法
に
違
反
す
る
、
其
の
違
反

は
第
十
一
条
、
第
十
二
条
の
公
共
の
福
祉
に
反
す
る
も
の
か
否
か
。
も
う
一
っ
具
体
的
な
例
を
上
げ
る
な
ら
ば
、
第
九
条
第
二
項
で
、
陸

海
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
は
、
こ
れ
を
保
持
し
て
は
な
ら
な
い
と
あ
る
の
で
あ
る
が
、
例
え
ば
此
の
憲
法
実
施
後
に
戦
力
の
保
持
を
目
的
と

す
る
団
体
が
、
言
論
、
集
会
、
結
社
の
自
由
の
名
に
於
て
、
左
様
な
綱
領
を
掲
げ
て
行
動
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
は
公
共
の
福
祉
に
反
す

る
も
の
と
認
定
さ
れ
る
か
否
か
」
と
追
求
し
た
と
こ
ろ
、
金
森
大
臣
は
、
・
ご
く
筒
単
に
「
も
と
よ
り
公
共
の
福
祉
に
反
す
る
も
の
と
考
え

九
日
、
帝
国
憲
法
改
正
案
委
員
会
議
録
第
九
回
）

.n 

ま
す
」
と
答
え
た
の
で
あ
っ
た
。
（
七
月

七
月
十
二
日
の
第
十
一
回
委
員
会
に
於
い
て
野
坂
参
三
委
員
（
日
本
共
産
党
）
が
重
ね
て
「
天
皇
制
を
廃
止
す
る
と
云
う
風
な
綱
領
を

公
共
の
福
祉
と
公
共
の
秩
序
（
そ
の
二
）

「
例
え
ば
草
案
第
十
九
条
は
、
集
会
、
言
論
、
結
社
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即
ち
、
こ
れ
は
、

公
共
の
福
祉
と
公
共
の
秩
序
（
そ
の
二
）

掲
げ
た
圏
證
は
違
法
で
あ
る
か
ど
う
か
」
と
た
だ
し
た
の
に
対
し
て
、
金
森
国
務
大
臣
は
、

言
に
し
て
言
え
ば
要
領
を
得
な
い
答
速
で
あ
っ
た
と
秋
は
考
え
て
居
る
。
こ
の
案
は
、
言
論
に
対
し
て
は
言
論
、
集
会
に
対
し
て
は
集
会

を
も
つ
て
対
抗
さ
せ
る
と
い
う
趣
旨
に
立
つ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
取
締
り
の
客
体
に
す
る
と
い
う
趣
旨
で
は
で
き
て
い
な
い
。
問
題
は
藤

田
委
員
の
述
べ
た
此
の
憲
法
に
規
定
す
る
天
皇
制
を
廃
止
す
る
よ
う
な
行
動
を
執
る
団
体
と
い
う
こ
と
ば
の
解
釈
に
な
る
わ
け
で
、
も
し

そ
れ
を
文
字
ど
お
り
に
と
つ
て
、
直
接
に
憲
法
に
お
い
て
存
在
し
て
い
る
天
皇
制
を
実
質
力
を
も
つ
て
消
減
せ
し
め
る
と
い
う
こ
と
に
な

一
種
の
現
実
の
憲
法
制
度
の
破
壊
行
為
と
な
る
と
思
う
、
随
て
第
十
一
条
の
埓
外
に
亙
る
も

の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
わ
け
で
あ
る
か
ら
菰
は
、
今
日
別
の
言
葉
を
以
つ
て
其
の
点
を
明
か
に
し
た
い
と
考
え
て
居
る
。
言
論
集
会
結

社
の
自
由
は
、
其
の
標
傍
す
る
内
容
が
憲
法
に
依
つ
て
認
め
ら
れ
て
居
る
制
度
を
批
判
し
、
又
そ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
云
う
内
容
で
あ
っ

て
も
、
批
判
変
更
と
云
う
こ
と
は
、
憲
法
制
度
其
の
も
の
を
破
壊
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
、
し
た
が
つ
て
此
の
憲
法
に
於
て
自
由
の
埓
外

に
飛
び
出
す
と
云
う
こ
と
は
な
い
と
思
う
。
し
か
し
批
判
と
か
、
或
は
其
の
変
更
の
方
針
を
表
明
す
る
と
か
云
う
域
を
越
え
て
、
此
の
憲

法
に
依
つ
て
認
め
ら
れ
て
居
る
制
度
を
現
実
に
破
壊
す
る
行
動
、

つ
ま
り
物
的
又
は
法
的
に
直
ち
に
破
壊
の
効
果
を
生
ず
る
行
動
を
取
る

と
云
う
場
合
に
於
い
て
は
、
多
く
の
湯
合
に
は
、
そ
れ
は
権
利
の
濫
用
と
な
り
、
取
締
の
客
体
と
な
る
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
ま
た

現
実
の
物
的
な
力
を
用
い
な
く
て
も
、
例
え
ば
現
実
に
暴
動
を
教
唆
す
る
と
云
う
よ
う
な
言
論
を
し
た
場
合
に
は
、
そ
れ
が
責
任
を
問
わ

れ
る
客
体
に
な
る
こ
と
は
あ
り
得
る
と
考
え
る
」
と
述
べ
た
。
（
七
月
十
二
日
、
帝
国
憲
法
改
正
案
委
員
会
議
録
第
十
一
回
）

「
公
共
の
福
祉
」
と
「
公
共
の
秩
序
」
と
を
混
同
し
た
―
つ
の
顕
著
な
例
と
し
て
注
目
に
価
す
る
で
あ
ろ
う
。

七
月
二
十
三
日
、
第
二
十
回
の
「
特
別
委
員
会
」
に
於
け
る
質
疑
終
了
後
、
委
員
長
芦
田
均
議
員
（
日
本
進
歩
党
）
他
九
名
よ
り
な
る

「
小
委
員
会
」
を
講
成
し
て
、
更
に
、
深
く
、
改
正
案
を
検
討
す
る
運
ぴ
と
な
っ
た
。
委
員
の
数
は
の
ち
更
に
五
人
増
員
さ
れ
て
、
十
四

れ
ば
、
そ
れ
は
言
論
の
範
囲
を
超
越
し
て
、

「
さ
き
の
藤
田
委
員
に
対
す
る
答
弁
は
、

゜
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の
生
活
部
面
に
つ
い
て
、
社
会
福
祉
、
社
会
保
障
及
び
公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
』

で
あ
る
。
か
よ
う
に
生
活
権
の
保
障
を
規
定
す
る
以
上
他
方
に
労
働
の
義
務
も
規
定
す
る
こ
と
が
至
当
で
あ
る
と
の
意
見
に
従
っ
て
、
原

案
第
二
十
五
条
に
修
正
を
加
え
て
『
す
べ
て
国
民
は
、
勤
労
の
権
利
を
有
し
、
義
務
を
負
う
。
』
と
し
た
の
で
あ
る
。
」
（
八
月
二
十
四
日
、

衆
議
院
議
事
速
記
録
第
三
十
五
号
）

つ
づ
い
て
、
そ
れ
に
対
す
る
質
疑
応
答
の
あ
っ
た
後
、
記
名
投
票
の
結
果
、
投
票
総
数
四
二
九
票
、
賛
成
四
ニ
―
票
、
反
対
八
票
で
可

決
。
即
日
、
貴
族
院
に
送
付
せ
ら
れ
た
。

公
共
の
福
祉
と
公
共
の
秩
序
（
そ
の
二
）

は
、
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
営
む
権
利
を
有
す
る
。
』

と
の
条
項
を
挿
入
し
、
原
案
を
第
二
項
と
し
て
『
国
は
、
す
べ
て

考
え
ら
れ
る
の
で
、
委
員
会
に
於
い
て
は
、

「
更
に
個
人
の
生
活
権
を
認
め
た
修
正
案
第
二
十
五
条
に
付
い
て
は

小
委
員
会
の
修
正
並
び
に
付
帯
決
議
案
が
出
来
上
っ
た
の
で
、

名
に
な
っ
た
。
こ
の
小
委
員
会
は
、

七
月
二
十
五
日
よ
り
八
月
二
十
日
ま
で
、
前
後
十
四
回
開
か
れ
た
。

会
形
式
で
進
行
し
、
従
っ
て
「
速
記
録
」
も
未
だ
公
開
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
）

は
、
そ
の
任
務
を
閉
じ
た
。
八
月
二
十
四
日
、
衆
議
院
本
会
議
に
於
い
て
、
芦
田
均
議
員
は
、
委
員
会
の
経
過
報
告
の
中
で
、

「
第
三
章

国
民
の
権
利
及
び
義
務
」
に
関
し
て
は
、
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

多
少
の
説
明
を
必
要
と
す
る
か
と
考
え
る
。
改
正
案
第
二
十
五
条
は
総
て
国
民
ほ
勤
労
の
権
利
を
持
つ
と
規
定
し
て
、
勤
労
意
欲
あ
る
民

衆
に
は
勤
労
の
機
会
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
居
る
。
こ
の
勤
労
権
は
民
衆
に
一
定
の
生
活
水
準
を
保
障
し
、
ひ
い
て
は
国
民
の

文
化
生
活
の
水
準
を
高
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
国
は
こ
の
点
に
つ
き
社
会
保
障
制
度
、
社
会
福
祉
に
つ
い
て
十
分
の
努
力
を
な
す

べ
き
旨
を
第
二
十
五
条
に
規
定
し
て
居
る
。
し
か
し
な
が
ら
第
二
十
三
条
の
字
句
に
は
、
多
少
意
を
つ
く
さ
な
い
う
ら
み
が
あ
る
よ
う
に

一
層
明
白
に
個
人
の
生
活
権
を
認
め
る
趣
旨
を
以
て
、
原
案
第
二
十
三
条
に
『
す
べ
て
国
民

と
修
正
し
た
次
第

八
月
二
十
一
日
、
第
二
十
一
回
特
別
委
員
会
が
開
か
れ
、
同
委
員
会

（
こ
の
小
委
員
会
は
秘
密
懇
談
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公
共
の
福
祉
と
公
共
の
秩
序
（
そ
の
二
）

貴
族
院
に
送
付
せ
ら
れ
た
「
帝
国
憲
法
改
正
案
」
の
第
二
十
五
条
は
「
す
べ
て
国
民
は
、
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
営

こ
の
修
正
を
行
っ
た
小
委
員
会
の
「
速
記
録
」
が
、
前
述
の
如
く
、
公
開
せ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
今
日
の
と
こ
ろ
、
た
だ
佐
藤
達
夫
氏

の
「
日
本
国
憲
法
成
立
史
」
⑩
ー
仰
（
ジ
ュ
リ
ス
ト

第
―
二
五
号
乃
至
―
―
―
―
五
号
所
載
）
に
よ
っ
て
そ
の
一
端
を
、
う
か
が
い
知
る
こ

と
が
出
来
る
だ
け
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
、
日
本
社
会
党
の
修
正
案
は
『
草
案
第
二
十
三
条
第
一
項
に
、
「
す
べ
て
国
民
は
健
康
に
し
て
最
小

限
度
の
文
化
的
水
準
の
生
活
を
営
む
権
利
を
有
す
る
」
を
挿
入
』
と
な
っ
て
い
た
と
あ
る
点
、
（
ジ
ュ
リ
ス
ト

第
―
二
五
号
五
三
頁
）
、

更
に
、
小
委
員
会
の
七
月
二
十
九
日
の
項
に
『
次
に
、
第
二
十
三
条
に
つ
い
て
、
そ
の
第
一
項
と
し
て
「
す
べ
て
国
民
は
、
健
康
に
し
て

最
小
限
度
の
文
化
的
水
準
の
生
活
を
営
む
権
利
を
有
す
る
」
を
加
え
る
社
会
党
の
修
正
案
が
問
題
に
上
っ
た
。
ま
ず
、
原
案
に
つ
い
て
、

社
会
党
の
一
委
員
か
ら
「
生
活
の
保
障
」
と
い
え
ば
個
人
が
対
象
と
な
る
が
、
そ
れ
が
「
社
会
の
福
祉
」
、
「
公
衆
衛
生
」
と
い
う
よ
う
な

社
会
問
題
の
間
に
入
っ
て
い
る
の
は
ど
う
い
う
わ
け
か
と
い
う
発
言
が
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
小
委
員
長
は
「
社
会
保
障
」
と
す
べ
き
と
こ

ろ
を
わ
か
り
易
く
書
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
い
い
、

ア
メ
リ
カ
の

S
o
c
i
a
l
S
e
c
u
r
i
t
y
 A
c
t
の
こ
と
に
言
及
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
自

由
党
の
一
委
員
か
ら
社
会
保
険
や
、
養
老
保
険
、
失
業
手
当
等
の
方
法
を
通
じ
て
生
活
保
障
を
す
る
趣
旨
で
あ
ろ
う
と
い
う
発
言
も
あ
っ

た
が
、
社
会
党
の
委
員
は
、
そ
れ
で
は
、
十
分
な
生
活
の
保
障
に
は
足
り
な
い
、
ま
ず
、
生
存
権
の
規
定
が
先
に
き
て
そ
れ
を
受
け
て
そ

の
保
障
の
た
め
の
立
法
原
則
が
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
形
も
整
う
と
い
う
意
見
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
自
由
党
・
進
歩
党
の
委
員
か

ら
、
立
法
原
則
で
十
分
で
は
な
い
か
、
第
十
二
条
と
に
ら
み
合
せ
れ
ば
、
社
会
党
の
主
張
は
満
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
、
第

十
二
条
と
第
二
十
三
条
と
あ
れ
ば
十
分
で
は
な
い
か
、
原
案
第
二
十
三
条
は
生
在
権
を
認
め
た
趣
旨
で
あ
り
、
単
な
る
立
法
原
則
な
ら
国

む
権
利
を
有
す
る
」
と
な
っ
て
い
る
。

⇔ 
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い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
す
べ
て
国
民
は
、
健

と
し
た
い
。
こ

と
い
う
趣
旨
の
こ

会
の
章
に
規
定
さ
れ
る
は
ず
で
は
な
い
か
、
あ
る
い
は
、
第
十
二
条
の
「
幸
福
追
求
」
を
「
最
低
生
活
」
に
改
め
た
ら
ど
う
か
な
ど
の
意

見
が
表
明
さ
れ
、
こ
れ
ら
に
対
す
る
社
会
党
委
員
の
反
駁
が
あ
っ
て
、
論
議
が
高
潮
し
た
が
、
結
局
、
第
二
十
三
条
の
修
正
は
保
留
と
な

っ
た
。
な
ほ
、
こ
の
論
議
の
あ
い
だ
に
、
「
生
活
の
保
障
」
は
，
「
社
会
保
障
」
と
す
べ
き
で
あ
る
と
の
発
言
が
み
ら
れ
た
。
』
と
あ
り
（
ジ

第
―
二
七
号
三
七
頁
）
、
八
月
一
日
の
項
に
、
『
第
三
章
で
は
、
生
活
権
の
保
障
に
関
す
る
社
会
党
の
提
案
に
つ
い
て
、
小
委

員
長
の
私
見
と
し
て
、
第
十
二
条
に
「
す
べ
て
国
民
は
、
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
、
そ
の
生
活
権
は
保
障
さ
れ
る
。
」

と
を
加
え
、
第
二
十
三
条
の
「
社
会
の
福
祉
、
生
活
の
保
障
」
を
「
社
会
の
福
祉
、
社
会
保
障
」
と
し
、
休
息
権
を
第
二
十
五
条
あ
た
り

に
加
え
る
こ
と
は
ど
う
か
と
い
う
提
案
が
な
さ
れ
た
が
、
社
会
党
の
委
員
は
こ
れ
に
反
対
し
、
次
の
よ
う
に
提
案
し
た
。
第
二
十
三
条
を

「
す
べ
て
国
民
は
健
康
に
し
て
文
化
的
…
…
権
利
を
有
す
る
。
こ
の
権
利
を
保
障
す
る
た
め
、
国
は
、
す
べ
て
の
生
活
部
面
に
つ
い
て
、

社
会
福
祉
及
び
公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
を
図
り
、
社
会
的
生
活
保
障
制
度
の
完
成
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

れ
に
よ
っ
て
第
二
十
六
条
以
下
の
修
正
案
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
提
案
を
め
ぐ
つ
て
、
委
員
の
あ
い
だ
に
、
生
活
権
は
幸
福
追

求
の
権
利
に
含
ま
れ
る
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
く
ら
い
だ
か
ら
、
こ
れ
は
や
は
り
第
十
二
条
に
加
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
、

の
語
は
当
然
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
点
に
つ
い
て
問
答
が
な
さ
れ
た
が
、
自
由
党
、
進
歩
党
の
委
員
の
な
か
か
ら
も
社
会
党

案
の
方
向
に
賛
成
の
表
明
が
あ
り
結
局
、
第
二
十
三
条
を
次
の
よ
う
な
形
に
す
る
こ
と
で
意
見
が
ま
と
ま
っ
た
。

康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
営
む
権
利
を
有
す
る
。
国
は
、
す
べ
て
の
生
活
部
面
に
つ
い
て
、
社
会
福
祉
、
社
会
保
障
及
び
公
衆

衛
生
の
向
上
及
び
増
進
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
』
と
あ
る
点
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
第
―
二
九
号
三
八
頁
）
等
か
ら
こ
の
第
二
十
五
条

の
修
正
が
、
主
と
し
て
、
日
本
社
会
党
の
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
プ
の
下
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
、

公
共
の
福
祉
と
公
共
の
秩
序
（
そ
の
二
）

ュ
リ
ス
ト

「
健
康
で
」

お
よ
そ
推
測
に
難
く
な
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如
く
説
明
し
て
い
る
。

国 こ。t
 

公
共
の
福
祉
と
公
共
の
秩
序
（
そ
の
二
）

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
第
一
項
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
第
二
項
の
「
生
活
の
保
障
」
を
「
社
会
保
障
」
と
い
う
:
ふ
Social

S
e
c
u
r
i
t
y
"
な
る
語
の
「
直
訳
形
」
に
置
き
換
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
果
し
て
、
そ
の
実
質
的
な
意
味
を
一
層
明
瞭
に
し
得
た
か
ど
う
か

と
言
ぅ
点
に
つ
い
て
は
、
甚
だ
疑
わ
し
い
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

貴
族
院
で
は
八
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
ま
で
の
五
日
間
に
、
総
務
大
臣
の
提
案
理
由
の
説
明
及
び
そ
れ
に
対
す
る
質
疑
が
行
わ
れ
た

後
、
四
十
五
人
よ
り
構
成
せ
ら
れ
た
「
帝
国
憲
法
改
正
案
特
別
委
員
会
」
に
付
託
せ
ら
れ
た
。
こ
の
特
別
委
員
会
は
九
月
二
日
に
改
正
案

の
審
議
に
入
り
、
二
十
六
日
、
そ
れ
を
終
了
。
二
十
八
日
、
修
正
の
た
め
委
員
長
安
倍
能
成
議
員
以
下
十
五
人
よ
り
成
る
「
小
委
員
会
」
'

「
前
文
」
、
「
第
十
五
条
」
、
「
第
四
十
三
条
」
、
「
第
六
十
六
条
」
、
「
第
七
十
九
条
」
の
修
正
に
つ
い
て

．
十
月
二
日
ま
で
に
四
回
開
か
れ
た
が
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
秘
密
懇
談
会
形
式
で
議
事
が
進
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
内
容
を
知
る
こ
と

（
た
だ
十
月
二
日
第
九
十
回
帝
国
議
会
貴
族
院
帝
国
憲
法
改
正
案
特
別
委
員
会
小
委
員
会
議
事
速
記
録
第
一
号
が
公
表
せ

「
貴
族
院
本
会
議
」

十
月
二
日
「
帝
国
憲
法
改
正
案
特
別
委
員
会
」
再
開
、
小
委
員
会
に
於
け
る
修
正
を
可
決
。
つ
い
で
十
月
五
日
、

に
於
い
て
修
正
案
を
可
決
。
即
日
衆
議
院
に
回
付
、
同
七
日
、
衆
議
院
本
会
議
に
上
程
、
起
立
多
数
で
帝
国
憲
法
改
正
案
は
可
決
せ
ら
れ

つ
い
で
十
月
十
二
日
、
そ
れ
は
「
帝
国
議
会
に
お
い
て
修
正
を
加
え
た
帝
国
憲
法
改
正
案
」
の
件
と
し
て
、
再
び
枢
密
院
に
諮
詢
せ

ら
れ
た
。
十
月
十
九
日
、
潮
委
員
長
以
下
十
二
名
の
委
員
よ
り
成
る
第
一
回
審
査
委
員
会
冒
頭
に
金
森
国
務
大
臣
は
本
件
に
関
し
て
次
の

「
第
三
章
に
つ
い
て
は
か
な
り
多
く
の
問
題
が
あ
っ
た
が
、
修
正
と
し
て
は
小
部
分
に
止
ま
っ
た
。
…
•
•
•
第
二
十

ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
）

は
出
来
な
い
。

が
設
け
ら
れ
、
そ
の
小
委
員
会
は
●

四
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労
の
義
務
に
対
す
る
権
利
者
は
誰
か
」
と
い
う
追
求
に
対
し
て
も
、

五

「
衆
議
院
で
『
義
務
を
負
う
』
と
修
正
し
た
理
由
は
共
同
生
活
を
し

と
は
考
え
て
い
な
い
。
第
三
章
の
規
定
に
は
、

が
あ
り
、
金
森
国
務
大
臣
は
、

い
る
と
い
う
考
に
基
く
も
の
と
思
う
。
」

五
条
の
最
低
生
活
の
保
障
に
関
す
る
規
定
は
、
こ
の
憲
法
の
―
つ
の
建
前
に
影
響
を
及
す
も
の
と
も
い
う
こ
と
が
で
ぎ
る
。
政
府
の
原
案

は
学
者
が
諭
文
を
書
く
よ
う
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
主
張
す
る
建
前
で
は
な
く
、
法
律
的
な
行
き
方
を
と
つ
て
い
た
が
、
こ
の
修
正
は
法
律

―
つ
の
理
想
を
示
す
色
彩
を
も
つ
。
し
か
し
こ
れ
を
入
れ
る
こ
と
も
、
社
会
の
進
展
か
ら
み
て
―
つ
の
考
で
あ
る
故

に
政
府
と
し
て
も
同
感
し
た
。
こ
の
ほ
か
、
社
会
的
規
定
を
挿
入
す
る
こ
と
の
要
求
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
が
輿
諭
の
十
分
納
得
す
る
に
至

ら
ぬ
も
の
は
、
将
来
の
立
法
で
解
決
す
る
と
い
う
考
え
方
で
政
府
と
し
て
は
賛
成
し
な
か
っ
た
。
結
局
そ
れ
ら
の
要
求
は
、
第
二
十
五
条

と
第
二
十
七
条
の
修
正
で
満
足
せ
し
め
ら
れ
た
と
い
う
形
で
あ
っ
た
と
い
つ
て
い
い
。
な
お
『
生
活
の
保
障
』
が
『
社
会
保
障
』
と
改
め

ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
と
ば
と
し
て
多
少
日
本
ば
な
れ
は
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
少
く
と
も
そ
の
方
面
の
有
識
者
に
は
わ
か
つ
て

と
。
こ
れ
に
対
し
て
二
十
一
日
の
第
二
回
審
査
委
員
会
で
は
林
委
員
か
ら
「
生
存
権
に
つ
い
て

の
第
二
十
五
条
に
関
し
、
こ
れ
に
対
応
す
る
義
務
が
あ
る
の
か
、
国
家
が
最
低
生
活
を
営
ま
し
め
る
の
義
務
を
負
う
の
か
」
と
い
う
質
問

「
勤
労
の
権
利
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
す
る
義
務
を
国
家
が
法
律
的
義
務
と
し
て
負
う

一
般
的
に
将
来
の
理
想
を
画
い
た
も
の
と
、
現
実
の
生
活
を
規
律
す
る
も
の
と
の
二
種
類

が
あ
り
、
改
正
憲
法
は
後
者
を
主
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
第
二
十
五
条
の
規
定
は
、
前
者
の
部
類
に
属
す
る
規
定
で
あ
る
。
即
ち
本
条

は
国
民
に
権
利
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
す
る
義
務
が
国
家
に
あ
る
も
の
と
は
考
え
な
い
。
即
ち
か
か
る
権
利
が
あ
る
と
い
う
自
由
権
の
宜

言
で
あ
っ
て
、
国
家
に
義
務
あ
り
と
す
る
の
で
は
な
く
、

公
共
の
福
祉
と
公
共
の
秩
序
（
そ
の
二
）

的
と
い
う
よ
り
も
、

か
よ
う
な
権
利
を
否
定
す
る
よ
う
な
態
度
を
取
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
程

度
の
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
政
治
的
に
は
、
こ
の
よ
う
な
政
策
を
立
て
ゆ
く
義
務
は
あ
る
と
思
う
」
と
答
え
、
さ
ら
に
「
二
十
七
条
の
勤

て
ゆ
く
た
め
に
は
同
時
に
公
共
の
福
祉
を
重
ん
ず
べ
き
義
務
が
あ
る
。
第
三
章
の
規
定
は
権
利
あ
れ
ば
、
義
務
を
伴
う
と
い
う
一
般
的
の
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ら
れ
た
の
で
あ
る
。

の
後
の
両
議
院
並
び
に
枢
密
院
に
於
け
る
審
議
に
際
し
て
も
、
「
社
会
の
福
祉
」
或
は
「
公
共
の
福
祉
」
が
、
「
公
共
の
秩
序
」
即
ち
「
社

会
的
安
寧
」
と
混
同
さ
れ
勝
ち
で
あ
っ
た
事
実
を
挙
げ
た
。

こ
の
よ
う
な
時
に
当
つ
て
、
担
当
主
務
大
臣
が
「
生
活
の
保
障
が
社
会
保
障
と
改
め
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
と
ば
と
し
て
多
少

日
本
ば
な
れ
は
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
少
く
と
も
そ
の
方
面
の
有
識
者
に
は
わ
か
つ
て
い
る
と
い
う
考
に
基
く
も
の
と
思
う
。
」

た
こ
と
は
、
政
府
が
そ
の
責
任
を
他
に
転
嫁
し
た
こ
と
に
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

、、、

国
務
大
臣
は
「
少
く
と
も
そ
の
方
面
の
有
識
者
に
は
わ
か
つ
て
い
る
と
い
う
考
に
基
く
も
の
と
思
う
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
「
有

先
に
、
二
月
二
十
六
日
の
閣
議
配
布
案
が

第
一
節

第
二
章

公
共
の
福
祉
と
公
共
の
秩
序

美
濃
部
博
士
の
見
解

公

共

^^Social Security "
 

の

秩

序

（
そ
の
二
）

内
容
を
持
つ
。
基
本
的
人
権
を
定
め
た
以
上
、
共
同
生
活
の
福
祉
に
貢
献
す
る
義
務
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
権
利
が
あ
る
と
共
に
義
務
が

あ
る
と
い
う
権
利
と
義
務
と
は
表
裏
一
体
た
る
べ
き
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
っ
て
、
義
務
の
相
手
方
は
国
家
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
国
家

は
国
民
の
勤
労
の
権
利
を
妨
げ
て
は
な
ら
な
い
し
、
国
民
は
国
家
の
指
導
す
る
と
こ
ろ
に
基
き
勤
労
の
義
務
を
負
う
」
と
答
え
た
。

そ
の
他
各
章
別
の
質
疑
応
答
の
後
、
こ
の
案
は
、
審
査
委
員
会
の
全
員
一
致
で
、
こ
れ
を
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
。

月
二
十
九
日
の
枢
密
院
本
会
議
で
は
、
何
の
発
言
も
な
く
全
会
一
致
で
こ
れ
を
可
決
。
十
一
月
三
日
、

と
述
べ

つ
づ
い
て
、
十

「
日
本
国
憲
法
」
と
し
て
公
布
せ

を
「
社
会
的
安
寧
」
と
誤
訳
し
て
い
た
こ
と
を
挙
げ
、
更
に
、
そ

•' 六
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る。 中
で
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

七

「
社
会
保
障
」
と
い
う
語
を
、
そ
れ
な
り
に
熟
せ
し
め
た
の
で
、
今
で
は
、

（
口
）
社
会
保
障
と
は
社

及
び
公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
つ

す
ぐ
れ
た
憲
法
学
者
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
憲
法
改
正
案
の
審
査
委
員
で
も
あ
っ
た
枢
密
院
顧
問
官
美
濃
部
達
吉
博
士
は
、
そ
の
著
書
の

『
個
人
的
の
権
利
の
保
護
に
関
し
て
は
憲
法
は
周
到
に
之
を
規
定
し
て
居
る
の
に
反
し
て
、
社
会
生
活
の

保
護
に
関
し
て
は
多
く
規
定
す
る
所
は
無
い
が
、
唯
一
箇
条
即
ち
第
二
十
五
条
に
於
い
て
、
其
の
第
一
項
に
国
民
の
生
活
権
を
保
障
し
て

居
る
の
に
対
応
し
て
、
第
二
項
に
社
会
政
策
を
国
家
の
重
要
な
施
政
方
針
と
し
て
宜
言
し
、
「
国
は
、
す
べ
て
の
生
活
部
面
に
つ
い
て
、
社

会
福
祉
、
社
会
保
障

(Social
W
e
l
f
a
r
e
 

and S
e
c
u
r
i
t
y
)
 

て
居
る
。
即
ち
社
会
の
各
人
を
し
て
幸
福
な
生
活
を
営
む
を
得
し
む
る
こ
と
、
社
会
の
安
全
を
保
持
す
る
こ
と
、
公
衆
の
衛
生
を
全
う
す

る
こ
と
の
三
を
、
社
会
的
利
益
の
保
護
に
関
し
て
立
法
上
及
び
其
の
他
一
般
の
施
政
の
上
に
於
い
て
、
個
人
的
人
格
権
の
保
護
と
相
並
ん

で
、
国
家
の
取
る
べ
き
大
方
針
と
し
て
声
明
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
其
の
政
策
の
具
体
的
の
現
わ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
法
律
に
依
り
定
め
ら

①
 

る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
』
『
社
会
的
施
設
の
主
た
る
目
的
と
し
て
（
イ
）
社
会
福
祉
，
（
口
）
社
会
保
障
（
＾
）
公
衆
衛
生
の
三
を
挙
げ
て
居

（
イ
）
社
会
福
祉
の
為
の
施
設
は
主
と
し
て
経
済
上
に
各
人
を
し
て
人
間
に
価
す
る
生
活
を
営
ま
し
む
る
為
の
施
設
を
意
味
し
、
各

種
の
公
の
保
険
制
度
・
養
老
年
金
・
授
産
場
・
養
老
院
・
孤
児
院
・
保
護
収
容
所
等
の
施
設
は
之
に
属
す
る
。

会
の
安
寧
秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
其
の
為
の
施
設
と
し
て
は
主
と
し
て
啓
察
が
其
の
任
に
当
る
も
の
で
あ
る
。

衛
生
の
為
の
施
設
は
、
伝
染
病
予
防
法
・
結
核
予
防
法
・
顛
予
防
法
・
種
痘
法
・
検
疫
法
等
に
依
る
施
設
を
初
め
欽
食
物
の
取
締
．
汚
物

の
掃
除
・
医
師
薬
剤
師
の
監
督
・
薬
品
取
締
等
其
の
施
設
は
頗
る
多
端
に
亙
つ
て
居
る
。
国
家
又
は
公
共
団
体
に
於
い
て
自
ら
病
院
・
療

R
 

養
所
等
の
医
療
施
設
を
為
し
て
居
る
の
も
少
く
な
い
。
』
と
。

幸
に
し
て
、
そ
の
後
日
本
国
民
の
間
の
世
論
の
成
長
が
、

公
共
の
福
祉
と
公
共
の
秩
序
（
そ
の
二
）

識
者
」
と
は
、

い
っ
た
い
誰
を
言
う
の
か
。

（
＾
）
公
衆
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声

明
「
近
時
、

ま、＇ 

公
共
の
福
祉
と
公
共
の
秩
序
（
そ
の
二
）

「
社
会
保
障
と
は
、
社
会
の
安
寧
秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
す
る
説
は
通
用
し
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
さ
れ
ば
と
言
っ
て
、

「
社
会
保
障
と
は
、

い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
の
か
」
が
今
日
で
は
も
は
や
明
瞭
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な

、
、
、
、

い
。
た
だ
社
会
保
障
と
い
う
こ
と
は
「
公
共
の
秩
序
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
消
極
的
定
義
を
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ

、
、
、

る
。
社
会
保
障
な
る
概
念
は
積
極
的
に
は
何
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
特
に
同
一
条
文
中
の
「
社
会
福
祉
」
と
の
境
界
線

を
何
処
に
求
め
る
か
と
い
う
点
で
必
ず
し
も
、
現
在
明
瞭
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
更
に
ま
た
日
本
国
憲
法
の
い
う

「
社
会
福
祉
」
と
「
公
共
の
福
祉
」
と
は
、
異
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
も
、
将
来
に
残
っ
て
い
る
課
題
で
あ
る
。

い
う
危
険
で
あ
る
。

「
公
共
の
福
祉
」
と
「
公
共
の
秩
序
」
と
の
混
同
が
今
後
も
起
り
は
し
な
い
か
と

い
い
か
え
る
な
ら
ば
「
福
祉
国
家
」
と
い
う
名
の
「
替
察
国
家
」
が
出
現
し
は
し
な
い
か
と
い
う
危
険
で
あ
る
。

警
察
官
等
職
務
執
行
法
改
正
案
の
場
合

一
九
五
八
年
十
月
二
十
六
日
、
政
府
は
、
警
察
官
等
職
務
執
行
法
改
正
案
に
関
し
て
、
次
の
如
き
声
明
文
を
発
表
し
た
。

「
公
共
の
秩
序
」
即
ち
「
社
会
的
安
寧
」
を
維
持
す
る
必
要
上
、
こ
の
法
案
を
提
出
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

文
（
全
文
）

一
部
の
組
織
や
集
団
が
公
然
と
法
秩
序
を
無
視
し
、
た
め
に
市
民
の
基
本
的
人
権
の
侵
さ
れ
る
事
例
が
相
つ
い
で
発
生
し
て
い
る
こ
と
は
心
あ
る

国
民
の
ひ
と
し
く
憂
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
一
方
に
お
い
て
ほ
、
少
年
犯
罪
の
激
増
あ
る
い
ほ
昨
春
の
別
府
事
件
を
は
じ
め
と
す
る
無
頼
の
暴
力

や
右
翼
団
体
の
挑
発
が
あ
り
、
他
方
、
勤
務
評
定
、
道
徳
教
育
講
習
会
な
ど
に
対
す
る
反
対
闘
争
や
王
子
槻
紙
苫
小
牧
工
場
争
議
な
ど
の
手
近
か
な
例
に
見

ら
れ
る
ご
と
く
本
来
そ
の
職
湯
と
関
係
の
な
い
外
部
指
導
者
の
煽
動
の
ま
ま
に
集
団
的
暴
力
に
よ
り
組
合
運
動
の
名
の
も
と
に
お
い
て
、
何
ご
と
も
な
し
得

る
と
い
う
態
度
を
も
っ
て
闘
争
の
た
め
の
闘
争
を
繰
返
し
、
裁
判
所
の
決
定
の
執
行
す
ら
阻
み
、
お
よ
そ
法
治
国
家
に
お
い
て
到
底
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な

し
か
し
な
が
ら
、

第
二
節

一
層
重
要
で
基
本
的
な
こ
と
は
、

そ
れ
は
決
し
て
、

八

そ
の
要
旨
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い
る
。

九

事
態
を
生
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
市
民
の
基
本
的
人
権
の
侵
害
や
公
共
の
秩
序
破
壊
の
と
う
と
う
た
る
風
潮
に
対
し
、
民
主
的
社
会
の
静
穏
を
求
め
る
見

地
か
ら
警
察
の
無
力
を
嘆
ず
る
声
を
聞
く
こ
と
は
す
で
に
久
し
い
。
し
か
る
に
現
行
の
警
察
官
等
職
務
執
行
法
の
下
に
お
い
て
ほ
、
こ
の
よ
う
な
集
団
的
暴

力
が
予
見
さ
れ
つ
つ
も
事
前
に
適
切
な
予
防
措
置
を
購
じ
得
ず
勢
い
の
赴
く
と
こ
ろ
多
数
が
激
突
す
る
不
幸
な
事
態
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
。
今
国
会
に
政
府
が

提
出
し
た
警
察
官
等
職
務
執
行
法
の
改
正
案
は
、
こ
の
よ
う
な
事
例
に
見
ら
れ
る
現
行
法
の
不
備
に
か
ん
が
み
、
警
察
本
来
の
使
命
に
も
と
づ
き
個
人
の
生

命
、
身
体
、
財
産
の
保
護
と
公
共
の
安
全
、
秩
序
の
維
持
を
期
し
、
最
小
限
度
必
要
と
す
る
規
定
の
整
備
を
は
か
る
た
め
国
家
公
案
委
員
会
に
お
い
て
諸
外

国
の
立
法
例
を
も
し
ん
酌
し
年
余
に
わ
た
る
検
討
を
遂
げ
成
案
を
得
た
も
の
で
あ
る
。
世
上
、
本
改
正
案
を
戦
前
の
治
安
警
察
法
や
行
政
執
行
法
に
な
ぞ
ら

え
、
か
つ
て
の
政
治
集
会
な
ど
の
制
限
や
検
束
臨
検
な
ど
が
復
活
さ
れ
る
こ
と
を
宣
~
す
る
向
き
が
あ
る
が
、
本
改
正
案
の
内
容
を
検
討
す
れ
ば
、
こ
の
よ

う
な
恐
れ
が
な
い
こ
と
ほ
、
き
わ
め
て
明
白
で
あ
る
。
い
わ
ん
や
旧
憲
法
下
に
お
け
る
国
体
維
持
を
目
的
と
し
た
治
安
維
持
法
の
再
現
で
あ
る
と
す
る
が
ご

と
き
は
曲
解
も
は
な
は
だ
し
い
。
こ
れ
を
言
論
集
会
な
ど
の
表
現
の
自
由
を
不
当
に
制
限
し
、
正
常
な
労
働
運
動
に
対
す
る
弾
圧
で
あ
る
と
す
る
が
ご
と
き

は
全
く
根
拠
が
な
い
ヒ
ボ
ウ
で
あ
る
、
ま
た
本
改
正
案
に
関
連
し
、
警
察
権
の
乱
用
を
心
配
す
る
向
き
も
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
厳
に
法
の
戒
め
る
と
こ
ろ

で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
現
在
の
警
察
は
戦
前
と
全
く
そ
の
態
度
を
異
に
し
、
政
治
的
に
中
立
な
公
安
委
員
会
の
管
理
下
に
お
か
れ
、
主
権
在
民
の
精
神
に
の

っ
と
つ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
改
正
案
反
対
の
た
め
一
部
の
労
働
組
合
が
中
心
と
な
り
、
近
く
政
治
的
ス
ト
が
行
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
｀
る
。
も

と
よ
り
、
労
働
組
合
な
ど
が
本
来
認
め
ら
れ
て
い
る
団
体
行
動
権
の
限
界
を
逸
脱
し
て
こ
の
よ
う
な
実
力
行
使
の
挙
に
出
で
ん
と
す
る
こ
と
は
民
主
主
義
の

原
理
に
反
し
、
ひ
い
て
ほ
議
会
政
治
を
危
う
く
す
る
恐
れ
な
し
と
し
な
い
。
政
府
は
本
改
正
案
が
国
会
に
お
い
て
正
当
に
審
議
さ
れ
る
こ
と
を
強
く
期
し
て

い
る
。
国
民
各
位
に
お
か
れ
て
も
最
近
の
左
右
両
翼
に
よ
る
集
団
的
暴
力
行
動
の
実
相
を
直
視
せ
ら
れ
政
府
が
本
改
正
案
を
提
出
す
る
に
至
っ
た
真
意
と
そ

の
内
容
を
十
分
理
解
せ
ら
れ
る
よ
う
念
願
し
て
や
ま
な
い
。
」

翌
二
十
七
日
、
衆
議
院
地
方
行
政
委
員
会
に
於
け
る
片
山
哲
議
員
（
日
本
社
会
党
）
の
質
問
に
対
し
て
、
岸
首
相
は
次
の
如
く
答
え
て

「
基
本
的
人
権
及
び
国
民
の
自
由
は
、
国
民
主
権
で
あ
る
以
上
絶
対
の
も
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
れ
は
一
部
の
人
権
、
自
由
だ
け
を

守
る
べ
き
で
は
な
い
。
国
民
全
体
が
平
等
に
人
権
と
自
由
を
確
保
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
思
う
。
こ
れ
を
調
整
す
る
た
め
に
公
共
の
福
祉
と

い
う
問
題
が
起
る
。
憲
法
第
十
二
条
に
あ
る
よ
う
に
公
共
の
福
祉
に
反
し
な
い
こ
と
が
自
由
の
限
界
で
あ
る
。

公
共
の
福
祉
と
公
共
の
秩
序
（
そ
の
二
）

い
ま
の
ま
ま
で
は
集
団
的
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日
本
国
憲
法
は
、

な
し、

゜

る
か
ら
、
自
ら
の
幸
福
を
促
進
す
る
た
め
の
国
家
乃
至
は
警
察
の
「
後
見
性
」

(
O
b
e
r
v
o
r
m
u
n
d
s
c
h
a
f
t
)

を
容
認
す
る
こ
と
は
許
さ
れ

名
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
公
共
の
福
祉
」

(salus

p
u
b
l
i
c
a
)
 

公
共
の
福
祉
と
公
共
の
秩
序
（
そ
の
二
）

暴
力
行
為
で
平
和
な
多
数
の
国
民
の
人
権
が
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
」
と
。

「
警
職
法
改
正
案
は
、
憲
法
が
保
障
し
た
基
本
的
人
権
を
侵
す
こ
と
は
な
い
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
も
、

基
本
的
人
権
を
侵
す
危
険
が
あ
る
と
き
公
共
の
福
祉
の
立
場
か
ら
あ
る
程
度
制
限
さ
れ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
改
正
案
が
国
民
の
自
由

と
基
本
的
人
権
を
平
等
に
保
護
す
る
こ
と
を
念
願
し
て
い
る
。
」
と
答
え
た
。

を
確
保
し
増
進
す
る
役
割
り
を
担
当
す
る
者
と
し
て
の
政
府
乃
至
は
警
察
。
こ
の
幸
福
促
進
主

義
的
福
祉
国
家
の
理
論

(
E
u
d
a
m
o
n
i
s
t
i
s
c
h
e

W
 
ohlfahrtstaatstheorie)
は
、
十
七
、
八
世
紀
の
官
房
学

(
K
a
m
e
r
a
l
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
)

｀
の
理
論
で
あ
っ
た
。
「
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
」
個
人
は
、
国
家
の
絶
対
的
支
配
権

(jus
e
m
i
n
e
n
s
)
乃
至
は
、
警
察
権

(jus
politiae) 

に
よ
る
千
渉
を
容
認
せ
ね
ぽ
な
ら
な
い
と
す
る
こ
の
「
福
祉
国
家
」

2"Vohlfahrtsstaat)
は
、
実
は
警
察
国
家

(Polizeistaat)

の
別

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
理
論
は
、
ベ
ル
ク
を
境
と
し
て
次
の
如
く
変
つ
て
く
る
。
即
ち
、
筈
察
は
、
専
ら
「
公
共
の
秩
序
」
の
維
持
に

当
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、

「
公
共
の
福
祉
」
の
増
進
は
、
警
察
の
任
務
で
は
な
い
、
国
民
は
も
は
や
「
未
成
年
者
」
で
は
な
い
の
で
あ

「
国
家
は
、
公
共
の
一
輻
祉
の
発
展
に
必
要
な
条
件
或
は
環
境
を
つ
く
り
出
す
こ
と
で
十
分
で
あ
っ
て
、

に
、
個
人
を
抑
圧
す
る
こ
と
は
、
秩
序
あ
る
国
家
に
於
い
て
は
、
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
」(
G
.
H
•
v
o
n
B
e
r
g
,
 H
a
n
d
b
u
c
h
 d
e
r
 

t
e
u
t
s
c
h
e
n
 Polizeirechtes. 
(
1
7
9
9
1
1
8
0
4
)
)
 

「
多
数
の
人
々
の
自
由
と

公
共
の
福
祉
の
名
の
下

「
公
共
の
福
祉
」
に
反
し
な
い
こ
と
が
、
基
本
的
人
権
の
限
界
で
あ
る
こ
と
を
確
か
に
、
認
め
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
基
本
的
人
権
を
「
公
共
の
秩
序
」
に
よ
っ
て
制
限
す
る
こ
と
は
、
如
何
な
る
場
合
に
も
、
決
し
て
許
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ

続
い
て
行
わ
れ
た
山
暗
厳
議
員
（
自
由
民
主
党
）
の

38.

四
〇



セ
ル
フ
•
n

ン
ト
ロ
ー
ル

「
公
共
の
福
祉
」
に
よ
る
「
自
由
権
の
制
限
」
は
、
国
民
の
自
己
制
御
即
ち
「
自
律
的
制
限
」
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
政
府
乃
至

第
三
節

な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

及
臣
民
ノ
幸
福
ヲ
増
進
ス
ル
為

即
ち
「
公
共
の
秩
序
」
に
よ
る
制
限
と
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。
ま
し
て
、
政
府
声
明
で
は
、

「
公
共
の
福
祉
」
を
持
ち
出
す
と
い
う
が
如
き
こ
と
は
、

日
本
国
憲
法
第
八
十
二
条

日
本
国
憲
法
の
そ
の
全
条
文
、
百
一
ニ
カ
条
の
中
に
「
公
共
の
秩
序
」
と
い
う
語
は
、

こ
の
こ
と
は
、
か
の
「
大
日
本
帝
國
憲
法
」
が
、

公
共
ノ
安
全
ヲ
保
持
シ

公
共
の
福
祉
と
公
共
の
秩
序
（
そ
の
二
）

共
の
秩
序
」
を
、
そ
し
て
政
府
答
弁
で
は
、

た
だ
一
カ
所
に
し
か
存
在
し
な
い
。

緊
急
ノ
必
要
二
由
リ

内
外
ノ
情
形
二
因
リ

四

政
府
ハ
帝
国
議
会
ヲ
召
集
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ト

又
ハ
裁
判
所
ノ
決
議
ヲ

又
ハ

と
う
て
い
許
さ
る
べ
き
行
為
で
は

第
八
条
天
皇
ハ

キ
勅
令
ヲ
発
ス
。

第
九
条
天
皇
ハ
法
律
ヲ
執
行
ス
ル
為
二
又
ハ
公
共
ノ
安
寧
秩
序
ヲ
保
持
シ

発
セ
シ
ム
但
シ
命
令
ヲ
以
テ
法
律
ヲ
変
更
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

、
、
、
、

第
二
十
八
条
日
本
臣
民
ハ
安
寧
秩
序
ヲ
妨
ケ
ス
及
臣
民
タ
ル
ノ
義
務
二
背
カ
サ
ル
限
二
於
テ
信
教
ノ
自
由
ヲ
有
ス

、
、
、
、

第
五
十
九
条
裁
判
ノ
対
審
判
決
ハ
之
ヲ
公
開
ス
但
シ
安
寧
秩
序
又
ハ
風
俗
ヲ
害
ス
ル
ノ
虞
ァ
ル
ト
キ
ハ
法
律
二
依
リ

以
テ
対
審
ノ
公
開
ヲ
停
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

第
七
十
条
公
共
ノ
安
全
ヲ
保
持
ス
ル
為
緊
急
ノ
需
用
ア
ル
湯
合
二
於
テ

キ
ハ
勅
令
二
依
リ
財
政
上
必
要
ノ
処
分
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

又
ハ
其
ノ
災
厄
ヲ
避
ク
ル
為

帝
国
議
会
閉
会
ノ
場
合
二
於
テ

法
律
二
代
ル
ヘ

必
要
ナ
ル
命
令
ヲ
発
シ

と
し
て
、
そ
の
全
七
十
六
カ
条
中
の
五
カ
条
を
、
こ
れ
に
当
て
て
い
た
こ
と
と
、
極
め
て
対
照
的
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま

は
警
察
に
よ
る
「
他
律
的
制
限
」
、

「公

る。
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u
n
a
n
i
m
o
u
s
l
y
 d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
 
publicity 
to 
b
e
 
d
a
n
g
e
r
o
u
s
 
to 
public 
o
r
d
e
r
 
o
r
 
m
o
r
a
l
s疇

a

trial 
m
a
y
 b

e
 
c
o
n
d
u
c
t
e
d
 

privately, 
b
u
t
 trials 
o
f
 political 
offenses, 
offenses 
o
f
 
t
h
e
 
press, 
a
n
d
 cases w
h
e
r
e
i
n
 
t
h
e
 
rights 
o
f
 
citizens 
as 

r
e
s
e
r
v
e
d
甘

C
h
a
p
t
e
r
III 
o
f
 this 
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 a
r
e
 
in 
question, 
shall 
b
e
 c
o
n
d
u
c
t
e
d
 publicly w
i
t
h
o
u
t
 exception. 

第
七
十
五
条
裁
判
ハ
公
開
廷
二
於
テ
行
ヒ
判
決
ハ
公
然
言
ヒ
渡
ス
ヘ
シ
然
レ
ト
モ
裁
判
所
力
公
開
ヲ
公
ノ
秩
序
又
ハ
善
良
ノ
風
俗
二
害
ア
リ
ト
全
員
一

致
ヲ
以
テ
決
ス
ル
ト
キ
ハ
非
公
開
ニ
テ
裁
判
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
但
シ
政
治
的
犯
罪
、
定
期
刊
行
物
ノ
犯
罪
及
此
ノ
憲
法
第
三
章
ノ
確
保
ス
ル
人
民
ノ
権
利

カ
問
題
卜
為
レ
ル
湯
合
二
於
ケ
ル
裁
判
ハ
例
外
ナ
ク
公
開
セ
ラ
ル
ヘ
シ
（
閣
議
配
布
案
）

⇔
「
三
月
二
日
案
」

第
八
十
九
条
裁
判
ノ
対
審
及
判
決
ハ
之
ヲ
公
開
ス
。
但
シ
安
寧
秩
序
又
ハ
風
俗
ヲ
害
ス
ル
ノ
虞
ァ
ル
ト
キ
ハ
法
律
ノ
定
ム
ル
所
二
依
リ
裁
判
所
ノ
決
議

ヲ
以
テ
対
審
ノ
公
開
ヲ
停
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
。
前
項
但
書
ノ
規
定
ハ
政
治
二
係
ル
犯
罪
及
出
版
物
二
係
ル
犯
罪
其
ノ
他
憲
法
第
三
章
ノ
保
障
ス
ル
国
民
ノ
権
利

ニ
係
ル
事
件
二
付
テ
ハ
之
ヲ
適
用
セ
ズ
。

国
「
三
月
五
日
案
」

Article 
L
X
X
V
.
 
Trials 
shall 
b
e
 c
o
n
d
u
c
t
e
d
 
a
n
d
 
j
u
d
g
e
m
e
n
t
 
declared 
publicly. 

日
「
ホ
イ
ッ
ト
＝

1
草
案
」
1
1
「
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
草
案
」

さ
て
、
日
本
国
憲
法
が
、

ろ
「
前
者
」
で
あ
っ
た
。

た
「
大
日
本
帝
国
憲
法
」
は
、

公
共
の
福
祉
と
公
共
の
秩
序
（
そ
の
二
）

有
権
ヲ
侵
サ
ル
ル
コ
ト
ナ
シ

「
公
共
の
福
祉
」
な
る
概
念
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
第
二
十
七
条
「
日
本
臣
民
＾

、、
公
益
ノ
為
必
要
ナ
ル
処
分
＾
法
律
／
定
ム
ル
所
二
依
ル
」
に
い
う
「
公
益
」
の
概
念
で
さ
え
も
、
そ
れ
が

帝
国
憲
法
第
九
条
の
「
公
共
ノ
安
寧
秩
序
」
と
「
臣
民
ノ
幸
福
」
の
う
ち
、

い
づ
れ
に
、

よ
り
近
似
す
る
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
む
し

「
公
共
の
秩
序
」
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
唯
―
つ
の
条
文
と
は
、
次
の
如
き
も
の
で
あ
る
。

W
h
e
r
e
,
 
h
o
w
e
v
e
r
,
 
a
 court 

四

其
ノ
所
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四

「
基
本

第
七
十
八
条
裁
判
ノ
対
審
及
判
決
ハ
公
開
廷
二
於
テ
之
ヲ
行
フ
ベ
シ
。
但
シ
裁
判
所
ガ
全
員
一
致
ヲ
以
テ
公
ノ
秩
序
又
ハ
善
良
ノ
風
俗
ヲ
害
ス
ル
ノ
虞

ア
リ
ト
決
シ
タ
ル
湯
合
二
於
テ
ハ
対
審
ハ
非
公
開
ニ
テ
之
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
尤
モ
政
治
二
関
ス
ル
犯
罪
出
版
物
二
関
ス
ル
犯
罪
及
此
ノ
憲
法
第
三
章
ノ
保
障

ス
ル
国
民
ノ
権
利
二
係
ル
事
件
ノ
対
審
ハ
常
二
之
ヲ
公
開
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
。

絢
「
憲
法
改
正
草
案
要
綱
」

第
七
十
八
裁
判
ノ
対
審
及
判
決
ハ
公
開
法
廷
二
於
テ
之
ヲ
行
フ
ベ
キ
コ
ト
但
シ
裁
判
所
ガ
全
員
一
致
ヲ
以
テ
公
ノ
秩
序
又
ハ
善
良
ノ
風
俗
ヲ
害
ス
ル
ノ

虞
ア
リ
ト
決
シ
タ
ル
場
合
二
於
テ
ハ
対
審
ハ
公
開
セ
ズ
シ
テ
之
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
ル
コ
ト
政
治
二
関
ス
ル
犯
罪
出
版
物
二
関
ス
ル
犯
罪
及
此
ノ
憲
法
第
三
章

ノ
保
障
ス
ル
国
民
ノ
権
利
二
係
ル
事
件
ノ
対
審
ハ
常
二
之
ヲ
公
開
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
ル
コ
ト

国
「
憲
法
改
正
草
案
」

第
七
十
八
条
裁
判
の
対
審
及
び
判
決
は
、
公
開
法
廷
で
こ
れ
を
行
ふ
。
裁
判
所
が
、
裁
判
官
の
全
員
一
致
で
、
公
の
秩
序
又
は
善
良
の
風
俗
を
害
す
る

虞
が
あ
る
と
決
し
た
場
合
に
は
、
対
審
ほ
、
公
開
し
な
い
で
こ
れ
を
行
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
政
治
に
関
す
る
犯
罪
、
出
版
物
に
関
す
る
犯
罪
又
は
こ

の
憲
法
第
三
章
で
保
障
す
る
国
民
の
権
利
が
問
題
と
な
っ
て
ゐ
る
事
件
の
対
審
は
、
常
に
こ
れ
を
公
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

肉
「
帝
国
憲
法
改
正
案
」

第
七
十
八
条
裁
判
の
対
審
及
び
判
決
は
、
公
開
法
廷
で
こ
れ
を
行
ふ
。
裁
判
所
が
、
裁
判
官
の
全
員
一
致
で
、
公
の
秩
序
又
は
善
良
の
風
俗
を
害
す
る

虞
が
あ
る
と
決
し
た
場
合
に
は
、
対
審
は
、
公
開
し
な
い
で
こ
れ
を
行
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
政
治
犯
罪
、
出
版
に
関
す
る
犯
罪
又
は
こ
の
憲
法
第
三
章

で
保
障
す
る
国
民
の
権
利
が
問
題
と
な
っ
て
ゐ
る
事
件
の
対
審
は
、
常
に
こ
れ
を
公
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

旧
「
日
本
国
憲
法
」

第
八
十
二
条

（
帝
国
憲
法
改
正
案
第
七
十
八
条
に
同
じ
）

注
意
す
べ
き
点
は
、
本
条
第
二
項
後
段
「
但
し
書
き
」
に
あ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
さ
え
も
、
日
本
国
憲
法
は
、
第
三
章
が
保
障
す

る
国
民
の
基
本
的
人
権
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
事
件
の
対
審
は
、
常
に
こ
れ
を
「
公
開
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
、

公
共
の
福
祉
と
公
共
の
秩
序
（
そ
の
二
）
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る。

公
共
の
福
祉
と
公
共
の
秩
序
（
そ
の
二
）

的
人
権
」
が
「
公
共
の
秩
序
」
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
明
瞭
に
宣
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

基
本
的
人
権
を
「
公
共
の
秩
序
」
に
よ
っ
て
制
限
す
る
こ
と
は
、

い
か
な
る
場
合
に
も
禁
止
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
「
政
府
」
、

或
は
「
警
察
」
は
、
基
本
的
人
権
を
侵
す
こ
と
の
な
い
方
法
に
よ
っ
て
の
み
「
公
共
の
秩
序
」
の
維
持
に
当
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

美
濃
部
達
吉
．
「
新
憲
法
概
論
」
(
-
九
四
七
年
四
月
、
有
斐
閣
）
八
九
頁

美
濃
部
達
吉
「
日
本
国
憲
法
原
論
」
（
一
九
四
八
年
四
月
、
有
斐
閣
）
一
六
八
頁

四
四

（
一
九
五
九
・
八
・
一
）
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